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   荒尾漁業協同組合 有共第２１号第２種共同漁業権行使規則（案） 

 

   （目的） 

第１条 この規則は、この組合のほか１５組合と共有する有共第２１号共同漁業権（以下          

「有共第２１号」という。）について、各共有者間において締結した当該共同漁

業権行使契約書に基づき、その管理及び行使に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

  （漁業を営む権利を有する者の資格） 

第２条 有共第２１号の内容である次の表の左欄に揚げる漁業について、その漁業を営          

む権利を有する（以下「有資格者」という。）資格はそれぞれ右欄に揚げると          

おりとする。 

      漁業の名称      資    格 

 第２種 

共同漁業 

 

 あんこう網    漁業 

 雑魚かし網    漁業 

 かにかし網    漁業 

 

 個人である組合員であること。 

 

 

 ２ 前項の規定にかかわらず、前項の漁業を営む権利を有する組合員が死亡した場合に

おいて、当該権利の相続人が組合員となったときには、その者は、前項の漁業を営

む権利を有する者の資格があるものとみなす。 

 ３ 組合長は、漁業に関する法令、この規則又は規約に違反し、当該漁業を営む権利を   

有する資格を失った者について、資格喪失後１年を経たのち、理事会の承認を得た   

うえで、有共第２１号共同漁業権管理協議会（以下「協議会」という。）の承認を

得て、その者の資格を復活することができる。 

 ４ 前３項の規定にかかわらず、暴力団又は暴力団員との関係その他の事情に照らし

て、漁業調整上の観点から、この組合の事業の運営に不適切な資質を有する者は、

有資格者の資格を有しないものとする。 

 

 （経営の委任等の禁止） 

第３条 前条第１項に規定する者は、当該資格にかかわる漁業を営む権利の譲渡、若し   

くは貸付又は当該漁業の経営の委任をしてはならない。 

 

 （漁業の方法等） 

第４条 別表のア欄に揚げる漁業は、それぞれイ欄の漁業の方法によりウ欄の統数の範   

囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中でなければ営んではならない。 

           ただし、組合長は理事会の承認を得て、水産動植物の繁殖保護、漁場環境の維    
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持保全又は漁業調整上必要と認めるときは、協議会の承認を得て、漁業の方法、    

統数、区域又は期間を制限することができる。 

   ２  組合長は、前項ただし書きの制限をしようとするときは、当該漁業の方法、統   

数、区域又は期間を指定して、これを公示しなければならない。 

 

  （漁業を行う者等の決定） 

第５条 組合長は、理事会の承認を得たうえで、協議会の承認を得て、第２条第１項に    

規定する漁業について、有資格者の申請に基づき当該漁業を行う者（以下「行使    

者」という。）を決定し、その行使者の行使統数、行使区域、行使期間、その他    

行使の内容となる事項を定めなければならない。  

 ２  組合長は前項の行使者、行使内容となる事項及び資格に関する事項を記載した    

漁業権行使者名簿を組合に備えなければならない。 

 

  （勘案事項） 

第６条 組合長が、前条の決定をするに当たっては、次の事項を勘案して、それぞれ毎    

年その年の当該漁業を行う者を定めなければならない。 

        （１）その者の当該漁業に対する生活依存度 

        （２）その者の当該漁業の営まれる漁場に対する生活依存度 

        （３）その者の当該漁業の経営能力 

 

   （行使承認証の交付） 

第７条 組合長は、第５条の行使者を決定したときは、協議会の会長が発行する共同漁    

業権行使承認証（別記様式）を当該行使者に交付するものとする。 

  ２  行使者は、当該漁業を営むときは、前項の共同漁業権行使承認証を自ら携帯し、        

又は、操業責任者に携帯させなければならない。 

 

 （行政庁の処分等があった場合の措置） 

第８条 法令、法令に基づいてする行政庁の処分（海区漁業調整委員会の指示を含む。    

以下同じ。）により、第４条及び第５条に規定する事項を変更する必要を生じた

場合には、組合長は協議会にその内容を報告し、直ちにその理由及び事項等を公

示しなければならない。 

 

 （行使権の行使状況等の報告） 

第９条 第２条に規定する漁業を営む権利を有する者は、前年の漁業ごとの操業日数、漁

獲量及び漁獲金額について、毎年○月末までに、組合に報告しなければならない。 
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   （漁業権管理費の負担） 

第１０条 組合は、有共第２１号の内容となっている漁業を営む組合員に有共第２１号の    

維持管理に要する経費に充てるための行使料を納付させることができる。 

 ２ 前項の行使料は、次の表のア欄に掲げる漁業について、イ欄の単位及びウ欄の行 

使料の額とする。 

ア 漁業の名称 イ 単位 ウ 行使料の額 

あんこう網    漁業 

 雑魚かし網    漁業 

 かにかし網    漁業 

年間 

年間 

年間 

 

３   前項の行使料の額を定め又はそれを変更するときは、総会の議決を経なければな

らない。 

４ 行使料の徴収時期及び徴収方法は、総会で定める。 

５ 組合長は、第３項の規定により行使料を定め又は変更し、若しくは前項の定めを

したときは、直ちにこれを公示しなければならない。 

 

  （違反者に対する措置） 

第１１条 有共第２１号の内容となっている漁業を営む組合員が漁業に関する法令、法令

に基づいてする行政庁の処分、またはこの規則に違反した事実があるときは、有

共第２１号共同漁業権管理協議会（以下「協議会」という。）の会長はその内容

を協議会に報告し、当該漁業者に対する措置を決定するとともに当該漁業者の所

属する漁業協同組合に措置の内容を通知する。 

        措置内容の通知を受けた場合、組合長はその内容を理事会に諮り、当該漁業者

に対して当該漁業の全部又は一部の行使をさせないことができる。 

 

第１２条 有共第２１号の内容となっている漁業を営む組合員が、この規則に違反したと

きは、組合は定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を科することが

できる。過怠金の額は、組合長が理事会の承認を得て定める。 

 

（雑 則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項がある場合は、

総会の承認を得て規約で定める。 

 

（附 則） 

      この規則は有共第２１号の免許の日から施行し、この共同漁業権の存続期間適用す

る。 
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 経 緯 

    総会決議 令和   年  月  日 

 

    認  可  令和   年  月  日 

 

 

 

 

 

別 表（第４条関係） 

第２種共同漁業 

ア漁業の名称 イ漁業の方法 ウ統数 エ区域 オ 期 間 

 

 あんこう網漁業 

 

 

                      

                      

                      

 

 

 

 有共第２１ 

 号管理協議 

 会で承認さ 

 れた統数の 

 範囲内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有共第 

 ２１号 

 の漁場 

 区域内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月１日から 

 １２月３１日まで 

 

 

 かにかし網漁業 

 

 （昼間操業） 

 

 

 

 

 

 

                      

・使用漁具数は１統とする。 

・網具の全長は、1,200ｍ以下

とする。        

・網地は一重とする。    

・網目は12㎝以上とする。 

・網丈は3.5ｍ以下とする。 

・日没時から日出時まで操業

してはならない。 

 

 

 ５月１日から 

 １１月３０日まで 
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ア漁業の名称 イ漁業の方法 ウ統数 エ区域 オ 期 間 

 

 かにかし網漁業 

 

 （夜間操業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

・使用漁具数は１統とする。 

・網具の全長は、1,200ｍ以下

とする。 

・網地は一重とする。    

・網目は12㎝以上とする。   

・網丈は3.5ｍ以下とする。 

・午前10時から午後５時まで

は操業してはならない。 

・操業時は、漁具の両端に水

面上1.5ｍ以上の高さに所属

組合名の頭文字及び組合の一

連番号（一文字の大きさ一辺

５㎝以上）を記載した標旗（

白地に黒字の旗、大きさ40㎝

×40㎝）を掲げなければなら

ない。 

 

 

 有共第２１ 

 号管理協議 

 会で承認さ 

 れた統数の 

 範囲内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙に 

 示す漁 

 場区域 

 内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月１日から 

 １０月１５日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雑魚かし網漁業 

 

 

 

 

 

 

・使用漁具数は１統とする。 

・網具の全長は、1,500ｍ以下

とする。 

・網目は６㎝以上とする。 

・網丈は3.6ｍ以下とする。 

 

 

 

   同 上 

 

 

 

 

 

 有共第 

 ２１号 

 の漁場 

 区域内 

 

 

 

 １月１日から 

 １２月３１日まで 
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  別記様式（第７条関係） 

                                                          承認番号第    号 

共 同 漁 業 権 行 使 承 認 証 

                                                     漁業協同組合 

                                             住 所 

                                              氏 名 

                                                               年  月  日生 

１ 漁業権番号   有共第２１号共同漁業権 

２  漁業の名称   第 種共同漁業              漁業 

３ 操業区域  

４ 漁業時期          月  日から        月  日まで 

５ 承認期間   令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

６ 使用船舶 

 

 

 

 

  船名  漁船登録番号    総トン数  推進機関の種類   馬力数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 使用漁具 

 

 

 

 

 

   規     格     規   模 （統数）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 従事者 

    住 所                氏 名 

 

 

９ 条件 

 

 

     令和  年  月  日 

                                           有共第２１号共同漁業権管理協議会 

                                              会 長           印 
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別 紙 

有共第２１号 かにかし網漁業（夜間操業） 操業区域 

 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、イを順次に結んだ線によって囲まれた 

区域 

Ａ 熊本県漁場基点有第１号（熊本県と福岡県との境界標柱）から竹崎島夜灯鼻灯台を見 

 通した線上４，０５０メートルのところ 

Ｂ 熊本県漁場基点有第３号（荒尾市牛水と玉名郡長洲町との海岸堤防における境界付近 

 に設置されたコンクリート標柱） 

Ｃ Ｂと玉名郡肥後長洲港西防波堤灯台を見通した線からＢを基点として右へ７３度３０ 

 分・２，２５０メートルのところ 

Ｄ  熊本県漁場基点有第５号（玉名郡新川港北側防波堤突端中央下部から１.１５メート 

 ルのところ）と熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点として右へ９３度２８分・ 

 ２，６７２メートルのところ 

Ｅ  熊本県漁場基点有第５号と熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点として右へ 

 １０３度・５，８４５メートルのところ 

Ｆ  熊本県漁場基点有第９号（玉名市と玉名市横島町との旧海岸堤防における境界「明辰

川船留堤防上の標注」）と熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点として右へ１３８

度４０分・８，０００メートルのところ 

Ｇ 熊本県漁場基点有第９号から熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点として右へ 

 ７３度１５分の線がＨからＩを見通した線と交わるところ 

Ｈ  熊本県漁場基点有第１０号（玉名市と熊本市との海岸堤防における境界から同堤防沿 

 いに北東へ３５２メートルのところ）と熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点とし 

 て右へ１２２度３９分の線が唐人川右岸堤防と交わるところから上天草市湯島山頂を見 

 通した線上５，４００メートルのところ 

Ｉ 熊本県漁場基点有第１０号から唐人川左岸堤防沿いに南西へ３，５２３メートルのと

ころＨの唐人川右岸堤防の点とを結んだ線の中央点 

イ 熊本県漁場基点有第１号から竹崎島夜灯鼻灯台を見通した線上９，０００メートルの 

 ところ 

ロ イとＡを結んだ線とハとニを結んだ線の延長線との交点 

ハ 熊本県漁場基点有第１号と竹崎島山頂を見通した線から同基点を基点とし右へ３４９ 

 度・７，６９０メートルのところ 

ニ 熊本県漁場基点有第１号と竹崎島山頂を見通した線から同基点を基点として右へ３３

８度・７，９６５メートルのところ. 

ホ ＢとＣを結んだ線の延長線とリとＦを結んだ線の延長線との交点 

ヘ ＢとＣを結んだ線の延長線とトとチを結んだ線の延長線との交点 

ト ＤとＦを結んだ線上Ｆから１，７００メートルのところ 
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チ Ｇとリを結んだ線上リから２，５００メートルのところ 

リ 熊本県漁場基点有第９号から熊ノ岳山頂を見通した線から同基点を基点として右へ 

 １０５度１５分・８，８００メートルのところ 

ヌ 熊本県漁場基点有第１６号（熊本市西区小島下町新地海岸堤防北西端から同堤防外縁

に沿って南西へ５００メートルのところ）と三角岳山頂を見通した線から同基点を基点

として右へ５５度４７分・１３，５４５メートルのところ 

 

 


